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・
本
人
と
配
偶
者
の
預
貯
金
口
座

　
　

残
高
の
写
し

　
　

※
銀
行
名
・
支
店
名
・
口
座
番

　
　
　

号
・
名
義
人
と
最
終
の
残
高

　
　
　

（
申
請
日
よ
り
２
か
月
以
内

　
　
　

に
記
帳
さ
れ
た
も
の
）
が
分

　
　
　

か
る
ペ
ー
ジ
の
コ
ピ
ー
を
ご

　
　
　

持
参
く
だ
さ
い
。

　

・
そ
の
他
投
資
信
託
、
有
価
証
券

　
　

等
が
あ
る
場
合
に
は
、
証
券
会

　
　

社
や
銀
行
の
口
座
残
高
の
写
し

　

・
負
債
が
あ
る
場
合
は
借
用
証
明

　
　

書
の
写
し
（
預
貯
金
額
等
か
ら

　
　

差
し
引
き
ま
す
）

　

・
金
融
機
関
へ
の
照
会
に
対
し
て

　
　

の
同
意
書
に
本
人
と
配
偶
者
の

　
　

署
名
・
捺
印
を
い
た
だ
き
ま
す
。

留
意
点

　

・
申
請
書
類
に
不
備
が
あ
る
と
受

　
　

付
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
内
容
を

　
　

よ
く
確
認
し
て
申
請
を
し
て
く

　
　

だ
さ
い
。

　

・
認
定
期
間
は
申
請
の
あ
っ
た
月

　
　

の
初
日
か
ら
翌
年
（
１
月
以
降

　
　

の
申
請
は
同
年
）７
月
31
日
ま

　
　

で
で
す
。

　

・
前
年
度
の
所
得
申
告
が
未
申
告

　
　

の
方
は
税
務
課
に
て
申
告
を
済

　
　

ま
せ
て
か
ら
申
請
を
し
て
く
だ

　
　

さ
い
。

　

・
平
成
28
年
８
月
か
ら
課
税
年
金

　
　

（
老
齢
年
金
な
ど
）の
他
、
非
課

　
　

税
年
金
（
遺
族
年
金
と
障
害
年

　
　

金
）収
入
も
含
め
て
判
定
す
る

　
　

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

か
ら
だ
ス
ッ
キ
リ
教
室

～
知
識
編
～

問
健
康
福
祉
課　

撒（
57
）４
１
７
１

　

「
か
ら
だ
ス
ッ
キ
リ
教
室
～
知
識

編
～
」
は
、
生
活
習
慣
病
の
基
本
や

予
防
の
仕
方
に
つ
い
て
医
師
か
ら
学

べ
る
教
室
で
す
。

　

今
回
の
テ
ー
マ
は「
糖
尿
病
性
腎

症
」
で
す
。
糖
尿
病
性
腎
症
と
は
糖

尿
病
の
合
併
症
の
こ
と
で
す
。
是
非

お
気
軽
に
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

日
９
月
４
日（
水
）14
時
～
15
時
30
分

所
町
保
健
セ
ン
タ
ー

定
先
着
30
名

講
師　

い
な
ば
内
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

　
　
　

稲
葉　

利
敬　

先
生

申
８
月
５
日（
月
）～
９
月
３
日（
火
）

　

ま
で
に
問
い
合
わ
せ
先
へ
来
所
、

　

ま
た
は
電
話
に
て
申
し
込
み

計
量
モ
ニ
タ
ー
募
集

問
産
業
課　
　
　

撒（
57
）４
２
４
０

　
死sa

n
g
y
o
u
@
to
w
n
.n
o
g
i.lg

.jp

　

県
で
は
、
普
段
皆
さ
ん
が
購
入
し

て
い
る
食
料
品
を
一
定
期
間
、
実
際

に
計
量
し
て
い
た
だ
く
こ
と
を
通
じ

て
、
計
量
へ
の
関
心
を
深
め
て
い
た

だ
く
こ
と
を
目
的
と
し
た
、
計
量
モ

ニ
タ
ー
事
業
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

今
年
度
は
野
木
町
で
実
施
す
る
こ

と
に
な
り
ま
し
た
の
で
、
次
の
と
お

り
計
量
モ
ニ
タ
ー
を
募
集
し
ま
す
。

日
説
明
会（
１
時
間
程
度
を
予
定
）

　

９
月
17
日（
火
）10
時
30
分
～

所
役
場
新
館
大
会
議
室

容
10
月
１
日
～
31
日
の
期
間
中
に
購

　

入
し
た
商
品
の
う
ち
、
調
査
対
象

　

商
品
に
つ
い
て
計
量
し
、
計
量
日

　

誌
に
記
入
し
ま
す
。
は
か
り
は
、

　

県
か
ら
貸
与
さ
れ
ま
す
。

対
①
野
木
町
内
に
世
帯
を
有
し
て
い

　
　

る
満
20
歳
以
上
の
方

　

②
期
間
中
、
モ
ニ
タ
ー
業
務
に
従

　
　

事
で
き
る
方

　

③
過
去
に
計
量
モ
ニ
タ
ー
の
経
験

　
　

が
無
い
方

　

④
説
明
会
に
参
加
で
き
る
方

定
先
着
10
名

謝
礼
等　

６
千
円

　

（
説
明
会
参
加
費
用
２
千
円
、

　
　

モ
ニ
タ
ー
謝
金
４
千
円
）

申
８
月
23
日（
金
）ま
で
に
電
話
、
又

　

は
メ
ー
ル
で
問
い
合
わ
せ
先
へ

お知らせ

介
護
保
険
負
担
限
度
額

の
申
請
に
つ
い
て

問
健
康
福
祉
課　

撒（
57
）４
１
７
３

　

介
護
保
険
施
設
に
入
所
す
る
と
、

介
護
サ
ー
ビ
ス
費
用
の
一
部
（
１
割

～
３
割
）
を
負
担
す
る
ほ
か
に
、
居

住
費
・
食
費
を
負
担
す
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。
た
だ
し
、
所
得
の
低
い
方

の
居
住
費
・
食
費
に
つ
い
て
は
負
担

の
上
限
額（
負
担
限
度
額
）が
定
め
ら

れ
、
費
用
負
担
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

　

軽
減
を
受
け
る
に
は
申
請
が
必
要

で
す
。

対
次
の
①
か
ら
③
を
す
べ
て
満
た
す

　

方
が
対
象
と
な
り
ま
す
。

　

①
要
介
護（
要
支
援
）認
定
を
受
け

　
　

て
お
り
、
ご
利
用
者
が
所
属
す

　
　

る
世
帯
全
員
が
町
民
税
非
課
税

　
　

の
方

　

②
配
偶
者
が
町
民
税
非
課
税
の
方

　
　

（
同
世
帯
か
は
問
わ
な
い
）

　

③
預
貯
金
等
の
金
額
が
次
の
基
準

　
　

額
を
超
え
な
い
方

　
　

【
配
偶
者
の
い
る
方
】

　
　
　
　

…
合
計
２
千
万
円

　
　

【
配
偶
者
の
い
な
い
方
】

　
　
　
　

…
合
計
１
千
万
円

申
請
に
必
要
な
も
の

　

・
申
告
書

　

・
同
意
書

　

・
本
人
と
配
偶
者
の
印
鑑


